
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より身近なところで 

寄り添い・寄り合い・支え合い 

 

（令和３年度～令和７年度）
 

社会福祉法人 

朝来市社会福祉協議会 



 

はじめに 

 

 朝来市社会福祉協議会は誕生以来１６年の歴史を 

刻んでまいりました。朝来市においては地域福祉を 

進める「地域福祉計画」（行政計画）が策定され、 

現在第３期計画が進行しています。これに並行して 

社協においては先駆的、開発的、自発的な地域福祉 

活動を促進する行動計画として「地域福祉推進計画」 

（民間計画）を策定し、行政・社協が協働して「福祉のまちづくり」を進めてま

いりました。 

 この度、現行の「第２次地域福祉推進計画」が終了することから、第２次計画

の進捗状況を検証し、社協委員等との懇談を通じた中で地域課題について整理

し、次期計画の柱として「仕組み・仕掛けづくり」・「人づくり・地域づくり」・

「仲間づくり」を目標に据え「第 3次地域福祉推進計画」を策定いたしました。 

 これらの目標は、世界的な感染拡大となった「新型コロナウイルス感染症」対

策としての「ステイホーム」等の行動制限により、改めて明らかになった「人の

つながり」・「助けあい」の必要性に焦点を当てた計画としています。併せて、以

前の姿に戻ることはないと考えた中で新たな形での地域づくりを提唱していま

す。 

 登山道ルートは１つだけではないと言われるように、地域福祉を進める形も

多様であるべきであり、関係者の皆様には本計画を基本に、様々なご意見をお寄

せいただき、市民の皆様・朝来市をはじめとして関係の皆様との協働により地域

福祉を進めれば幸甚に存じます。 

 

令和３年３月 

 

                         社会福祉法人 

                         朝来市社会福祉協議会 

                          会長 伊藤 宣廣 
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第１章 

 

地域福祉推進計画の作成にあたって 
 

１．地域福祉と地域福祉推進計画について 

１）「福祉」について 

２）「自助」「互助」「共助」「公助」について 

３）市策定の「地域福祉計画」との関係 

 

２．第３次地域福祉推進計画策定の背景 

１）朝来市内の状況について 

 

３．第２次地域福祉推進計画と第３次地域福祉推進計画について 

１）第２次地域福祉推進計画での取り組みと成果、課題について 

２）第３次地域福祉推進計画の考え方とねらいについて 

３）第３次地域福祉推進計画の期間と進行管理について 
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１）「福祉」について 

皆さんが感じられる「しあわせ」はどのようなものでしょうか？家族の健康や

収入増など一人ひとりが願い想う「しあわせ」はさまざまであり、その「しあわ

せ」の一つ一つは尊重されるものであります。 

 ところで、朝来市社会福祉協議会（以下、市社協）が進める「福祉」とは、地

域に住む一人ひとりが住み慣れた地域の中で「しあわせ」に暮らせるように、高

齢や障がい、子どもといった枠組みにとらわれず、どのように福祉を進めていく

かを地域と一緒に考えて実行していく「地域福祉」を進めています。 

 併せて、私たちは人間の究極の「しあわせ」を 

①愛されること ②褒められること ③人の役に立つこと ④人に必要とさ

れること 以上の４つの命題を意識しながら活動を進めていきます。 
 

２）「自助」「互助」「共助」「公助」について 

 令和２年に入り新型コロナウィルスの猛威は我々のさまざまな分野に影響し

ました。その中で目を引くようになったのが「助け合い」という文化です。その

助け合いには、「自助＝個人や家族での助け合い」、「互助＝ご近所などまわりの

人との助け合い」、「共助＝地域の中など公私が協働して助け合う」、「公助＝市や

国など制度内での助け合い」の４つに別けられます。 

 市社協は「互助」と「共助」の部分に注目しています。具体には地域の中で住

民の一人ひとりが助け合う仕組みづくりを市民の皆さんや地域に働きかけを行

っています。 
 

３）市策定の「地域福祉計画」との関係 

地域の福祉を進めるためには、地域内にある困りごとや課題・問題に対し、解

消や解決に向けて具体的にどのように進めていくかの計画を立てる必要があり

ます。 

 その為、市社協が立てる計画を「地域福祉推進計画」と言い、朝来市における

地域福祉を推進するために地域住民やボランティア、福祉関係団体、行政等とど

のように連携・協働しながら進めていくかを具体に示した計画となっています。 

 一方、朝来市（以下、市）では社会福祉法第１０７条に基づき、行政が地域福

祉を進めるために策定した行政計画「地域福祉計画」を立てています。市の「地

域福祉計画」と市社協の「地域福祉推進計画」が、市内の地域福祉を推進するた

めにお互いに連携・協働していきます。 

 

１ 地域福祉と地域福祉推進計画について 

 地域福祉推進計画の作成にあたって 
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１）朝来市内の状況について 

 令和２年１０月末現在、朝来市の総人口は、２９,７８５名で、６５歳以上の

人口は１０,４２４名となり、高齢化率は３５％と、全国平均の２８％（参照：

令和２年度内閣府高齢者白書）を超え、ますます高齢化が進んでいます。将来的

にさらに人口減が予想されることから、今後もさらに複雑にしかも多岐にわた

る課題や問題が出てくることが予想されます。 

 ややもすれば高齢者に関わる問題に視点があたりがちになりますが、身体・知

的・精神の障害手帳取得における全国平均は７.６％（参照：内閣府令和元年度

障害者白書）のところ、市内では６.３％と全国平均の値に近いものとなってい

ます。この数値は、複数の障がいをお持ちの方も含まれていますが、私たちの地

域にはさまざまな方が生活していることをお互いに再認識する必要があると思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

また、新たな視点としては最近の新聞報道やニュースなどで取り上げられて

いる「ひきこもり」の問題です。朝来市も例外ではなく、朝来市生活困窮者自立

支援会議(ひきこもり対策事業)が行った実態調査では、１５歳以上のひきこも

り支援対象者は８３名との報告がされています。しかもこの問題は「８０５０問

題」として取りあげられ、具体には、ひきこもりの長期化や高齢化により引き起

こされる主に５０代前後のひきこもりの子どもを８０代前後の親が扶養されて

いる状況が多く見られ、高齢の親への介護の問題、親亡き後の子どもの生活など、

さまざまな課題や問題が絡み合う状況になっています。 

 

 

 

 

２ 第３次地域福祉推進計画策定の背景 
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そして近年、心身の健康やメンタルヘルスの重要性が叫ばれる中、仕事や日常

生活などで精神面に不調を訴え治療を受けられる方は少なくありません。朝来

市で精神疾患をお持ちの方が自立支援医療制度を利用して医療機関で通院治療

を受けられている方は、令和２年９月末で３１６名おられ、市内人口に換算する

と市内総人口の１％に該当します。 

 健康問題以外にも、平成２０年のリーマンショックや新型コロナウィルスの

影響による行動制限など、仕事を失ったり収入が減ったりなどで生活の行き詰

まりや生きにくさへの課題が浮き彫りになっています。市内でも「生活困窮」の

支援を求める相談が多数寄せられており、朝来市生活困窮者自立支援会議で、相

談対応延べ件数は５１７件との報告があります。これは氷山の一角であり、まだ

まだ私たちが知らないところで悩み苦しまれている方が多くおられることが予

想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私たちの生活は常にストレスと隣り合わせであり、今後が見通せないことへ

の不安の中で毎日を過ごしている人も多くあります。どの課題や問題について

も、もはや対岸の火事ではなく市民一人ひとりがより身近な問題として考えて

15歳～19歳, 4%

20歳～29歳, 28%
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40歳～49歳, 

18%

50歳～59歳, 
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8%

65歳～, 5%

市内ひきこもり対象年齢別

参照：朝来市生活困窮者自立支援会議 

(ひきこもり対策事業) 

対象者数

83 名 
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17%
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参照：令和元年度生活困窮者自立支援会議 
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52 件 
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いくことが必要です。 

 その解決策の糸口として福祉の視点から、『将来地域に起こる課題に備えて今

から住民一人ひとりができることを話し合う』など今からできる準備を進め、課

題や問題に対し少しでも解決や解消できるよう働きかける役割を市社協が担っ

ています。 

 

 

 

１）第２次地域福祉推進計画での取り組みと成果、課題について 

第２次朝来市地域福祉推進計画では、「地域が新しい家族」ということを計

画目標に掲げ、「食」「安心」「となり近助」「お金」という４つのキーワードを

設けそれぞれに関する夢プランで進めてきました。 

 計画の中間年度に当たる平成 30年度には中間見直しを行い、新しく二つの

計画の柱として、『「この地域で、ず～っと暮らしたい」「気にかけ、声かけ、

話しかけ」』を目標に掲げて計画の見直しを行いました。 

今の世の中では、個人個人の生活が重視されがちですが、計画では昭和の頃

のように、地域で助け合いの大切さ、となり近所でお互いさまのつき合いを提

唱してきました。 

 「地域で集う機会を増やす」ことをポイントに、近所の方々と気軽なお茶飲

み会(ぷちサロン)や、ミニデイなどの地域の集まりを、“やっとるで～”と題

してケーブルテレビで放送して活動の紹介を行ったところ、ぷちサロンの開催

地区も増えてきました。 

 その集まりから出た「つぶやき」や「気になること」を拾い上げ、新たに設

置の生活支援コーディネーターが話し合いの場を持ったり、調整したり、次の

機関につなげました。 

 ボランティア活動につきましては、グループの数や活動に大きな変化はあり

ませんでしたが、これからの新しい取り組み、《Enjoyライフ de生きがいサポ

ーター（略称：生きサポ）》を通じて、生涯現役社会の仕組み作りを目指して

きました。 
 

２）第３次地域福祉推進計画の考え方とねらいについて 

第２次地域福祉推進計画での課題を引き継ぎながら、市内の状況を踏まえて

今後５年間で取り組むべき課題として以下の４つを第３次地域福祉推進計画の

重点課題として捉えていきます。 

 

 

 

 

 今回策定の第３次地域福祉推進計画の中での重点課題に対して、国では「地域

・居場所づくり   ・社会参加 
 

・ひきこもり    ・障がいへの理解を進める 

３ 第２次地域福祉推進計画と第３次地域福祉推進計画について 
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共生社会」、「地域包括ケアシステム」の取り組みを中心に将来に備えようとして

おり、市社協が目指す方向性は国の方針とほぼ同じ方向を向いていると思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 
 

３）第３次地域福祉推進計画の期間と進行管理について 

 第３次朝来市地域福祉推進計画は、第２次地域福祉推進計画(平成２８年度か

ら令和２年度)での課題や今後の展望を引き継ぎ、次の５か年間(令和３年度から

令和７年度)の計画となります。近年、社会状況の目まぐるしい変化に対して計

画の評価・検証を定期的に行い、必要に応じて計画の見直しを行います。(下図

参照)  

 市策定の「第３期朝来市地域福祉計画」は、平成２９年度から令和３年度の５

か年間の計画となっており、市と連携・協働して計画の整合性や進捗状況を確か

め合いながら地域福祉の推進を図っていきます。 

 

年度 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 

計画実施      

評価・検証  評価・検証 

評価・検証 

の結果によ

り地域福祉

推進計画中

間見直しを

策定 

 

第３期地域 

福祉推進計 

画中間見直 

しの評価検 

証 

第４次地域福祉

推進計画準備・

策定 

    
 

 

POINT 地域共生社会とは 

地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代

や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、

地域をともに創っていく社会のことを指します。 

 

POINT 地域包括ケアシステムとは  

誰もがいつまでも住み慣れた地域で生活が出来るように、医療・介護・福祉などが

連携しながら地域を包括的に支援していく考え方を指します。 
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第２章 

 

第３次地域福祉推進計画について 
 

１．目標(１) 仕組み・仕掛けづくりを進める 

１）地域人材の発掘と生きがいづくりに向けて「Enjoyライフ de生きがい 

サポーター（略称：生きサポ）」の展開・推進      重点的取組 

２）交流の場、居場所づくりの推進            重点的取組 

３）ひきこもり者の社会参加と始めの一歩を踏み出す支援の推進 

４）地域の気づき、福祉活動を促進する取り組み手法の開発・展開 

５）障がい者支援における相談体制の充実と複合型多機能施設運営 

６）多様で複雑な課題を抱える方への伴走型支援の推進 

 

２．目標(２) 人づくり・地域づくりを進める 

７）ボランティア（無償・有償）の発掘と連携       重点的取組 

８）地域の中でひとづくり(福祉支援者)          重点的取組 

９）地域全体の福祉意識を高める為の取り組み 

 １０）地域福祉を進めるリーダーの発掘や養成を進める 

 １１）若い世代の福祉意識の醸成を図る 

 

３．目標(３) 仲間づくりを進める 

 １２）地域のアセスメント（福祉的な評価）を通じて見えるイメージ化 

                              重点的取組 

 １３）総合相談機能の質と連携をさらに高め、断らない相談支援の展開 

                            重点的取組 

 １４）社会福祉法人や関係機関との繋がりづくりとネットワークの強化 

 １５）権利擁護支援に向けた法人後見の検討と実施 
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地域を育む土台 

目標（３） 専門性を強化し、専門職の連携を図る 
     （福祉の関係者や公的機関、社協含めた） 

仲間づくりを進める 

目標（２） 支えあう気持ちと、行動を育む 

人づくり・地域づくりを進める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出会い、
つながる

気づき、
行動する

嬉しい
安心・満足

この繰り返しが 

地域の力に！ 

あらゆる人と、組織と 

しなければ、やりたいと 受け手、支え手も 

目標（１） 
循環型地域社会を機能させる 

しくみ・しかけづくりを進める 

第３次朝来市地域福祉推進計画 令和３年４月から令和８年３月まで ５か年 

具体的な活動項目 

 １）地域人材の発掘と生きがいづくりに向けて「Enjoyライフ de生きがい 

サポーター（略称：生きサポ）」の展開・推進    重点的取組 

 ２）交流の場、居場所づくりの推進           重点的取組 

 ３）ひきこもり者の社会参加と始めの一歩を踏み出す支援の推進 

 ４）地域の気づき、福祉活動を促進する取り組み手法の開発・展開 

 ５）障がい者支援における相談体制の充実と複合型多機能施設運営 

 ６）多様で複雑な課題を抱える方への伴走型支援の推進 

 ７）ボランティア（無償・有償）の発掘と連携     重点的取組 

 ８）地域の中でひとづくり（福祉支援者)        重点的取組 

 ９）地域全体の福祉意識を高める為の取り組み 

１０）地域福祉を進めるリーダーの発掘や養成を進める 

１１）若い世代の福祉意識の醸成を図る 

１２）地域のアセスメント（福祉的な評価）を通じて見えるイメージ化  

                           重点的取組 

１３）総合相談機能の質と連携をさらに高め、断らない相談支援の展開 

                           重点的取組 

１４）社会福祉法人や関係機関との繋がりづくりとネットワークの強化 

１５）権利擁護支援に向けた法人後見の検討と実施 

 

基本理念  誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指して 
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日本人の平均寿命は、男性８１．４１歳、女性８７．４５歳となり、男女とも

８０歳を超え、男性が世界第３位、女性が世界第２位の長寿国です。（参照：厚

生労働省国際比較２０１９年） 

勤労世代の減少化や働き方改革・趣味の多様化など時代が変化する中、これか

らの地域は、『生涯現役』『いきいきと暮らせる』をキーワードとして、壮年期や

子育てが終わった世代の「自分時間」と呼ばれる余暇時間や自由時間の使い方を

有効に活用されることが、生きがい・やりがいを生み出すものとしまして、しく

みづくりを手掛けていきます。 
 

（１）「自分時間」の一部を地域活動へ《有償活動とボランティア活動》 

仕事を退職されたシニア世代や子育てを終えた方々などに視点をあて、「自分 

時間」以外でも、時間的余裕のある方には、その一部を地域や福祉活動への推奨 

を行います。  
 

①生涯現役の社会づくり 
 

 「人間の究極の幸せ」 

  ・愛されること 

  ・褒められること 

  ・人の役に立つこと 

  ・人に必要とされること 

    と言われています。 

 社協では、この究極の幸せの 

  ・人に役立つこと 

  ・人に必要とされること 

  これらは、人として持続して幸せを感じるものと考える 

 

従来、６０歳から支給されていた厚生年金は、支給開始年齢が段階的に引き上

げられ、最終的に６５歳からの支給となりました。退職したけど年金が出るまで

に数年あるし、かといって新しい仕事をフルタイムで行くことも気が引けるし

自信がない…と思われる方もあると思います。 

一方では、高齢化社会が進む中、福祉人材の確保は全国的な課題であり、市内

においても重要な課題となっています。 

誰かの役に立ちたい 

感謝されたい 

褒められたい 

認められたい 

１） 地域人材の発掘と生きがいづくりに向けて「Enjoy ライフ de生きがい 

サポーター(略称：生きサポ)」の展開・推進 

 第３次地域福祉推進計画について 

１ 目標(１) 仕組み・仕掛けづくりを進める 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmnLCI3dLmAhUQH3AKHZ6UADUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.irasutoya.com/2015/02/blog-post_42.html&psig=AOvVaw3UsZcnJLm0tlyy55lTDhFV&ust=1577429469894387
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②生きがいサポーターで地域での支え合いを 

地域では支え合い活動を展開 

 ・ボランティア市民活動センターに登録されている１８１グループ、延べ２,

５１９名に、グループ活動に併せて、個人ボランティアとしての登録を呼び

掛けます。これはボランティアの量的拡大を図り、地域での様々な困りごと

を社協が仲介し、困りごとを解決するシステムを作っていきます。 
 

施設では有償福祉活動を展開 

 ・高齢者や障害者施設等でのボランティア活動を一部有償化し、新しいボラン 

  ティア活動として有償福祉活動を、それに携わっていただく方を「生きがい 

サポーター」として登録し、調整は社協が行い、それぞれの事業所から個々 

の「生きがいサポーター」に報酬が支払われる仕組みを作っていきます。 

  

年金までまだ○年あるけど 
何かお金もらえて社会の 
役に立てへんかな？ 

忙しいけど、短時間でお金も 
少し入るボランティア・就労 
があれば 
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地域で、支え合いや助け合い活動が日頃から常態化していくためには、地域

での交流を通じて、顔の見える関係づくりを作っていくことが大切です。地域

での交流の場や居場所づくりの活動を促進し、地域の人と心をつなげて、相互

の支え合い、互助の土台づくりを進めます。 
 

（１）地域の取り組み  

・地域内の美化活動、防災訓練、お祭りなど、地域の行事などに参加する。 

・新たに転居して来た方々やマンション、アパートに住んでいる方も含めた 

 交流を行う。 

・隣り近所声掛け合って、一緒に参加する。 
 

（２）地域への支援   

・気軽に集まれる、ぷちサロンやミニデイ等、小グループでの集まりを支援 

する。 

 生活支援コーディネーターを中心に、開催の支援。 

地区内で開催が無い区への働きかけ。きっかけ作り。 

集いをケーブルテレビで放送し、ほかの地域へのＰＲ。 

身近な場所を活用する。公民館、空き店舗、個人宅など。 

 

生活支援コーディネーターとは 

 高齢者の生活支援・介護予防の基礎整備を推進する目的で設置されています。 

ぷちサロンやミニデイ開催などから地域の情報を得て訪問し、地域での関り 

   や取り組みを調整したり一緒に考えたり、情報を紹介しています。 

 
 

①共同で畑を作りながら、作業後にぷちサロン 

 地域でミニデイを開いても、参加者は女性がほとんど…。という声をよく聞 

きます。得意なことを生かし、外に出る機会を増やし、合わせて人と交流で 

きます。 
 

 「コミュニティ農園」を推進。 “長靴のままぷちサロン” 

 

 

  

    

      

 
 

 

２） 交流の場、居場所づくりの推進 

（一例） 

採れた野菜は「わがまち食堂」事業に活用したり、販売する。  

生きがい作り 

男性の方の参加が増える期待増。 
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②世代を超えて交流 → 具体例 「わがまち食堂」の開催を推進する。 
 
 「集まる、交流する」ことのツールとしての「わがまち食堂」の開催 
 

・年１回の開催から、徐々に２回、３回と回数を増やす。 

  簡単な食事で、手軽に、気軽に 

  地域の調理ボランティアの発掘 

  食材の持ち寄り。 
 

③お泊りサロンを試験的に試みる。→   

 公民館などで、夕方から翌朝まで。 一緒に食事作り、おしゃべり。 

 家族以外の人と交流する機会を持つことが出来、気分転換やコミュニケーシ 

ョンが得られる。 
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 昨今、ニュースや新聞で「ひきこもり」や「８０５０問題（ひきこもりの長期

化や高齢化により引き起こされる主に５０代前後のひきこもりの子どもを 80代

前後の親が養っている状況）」が報道され、社会問題の一つとなっています。 

 厚生労働省ではひきこもりの定義を「様々な要因の結果として社会的参加（義

務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など）を回避し原則的

には６ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態（他者と交わら

ない形での外出をしていてもよい）」としており、「朝来市生活困窮者自立支援会

議(ひきこもり対策事業)」が行った『ひきこもり実態調査(令和元年度)』では、

市内に８３人（１５～１９歳：３人、２０代：２３人、３０代：１９人、４０代：

１５人、５０代：１２人、６０～６４歳：７人、６５歳以上：４人）のひきこも

りの方がいるとの報告もあります。 

ひきこもりの問題は対岸の火事をみるような話ではなく、見えていないだけ

でその実、私たちのより身近なところで起こっている喫緊の問題となっていま

す。 

(参照：「朝来市生活困窮者自立支援会議(ひきこもり対策事業)活動報告(令和元

年度)」より」  
 

（１）一人ひとりの「気づき」から地域の「気づき」へ 

 ひきこもりは「８０５０問題」に表されるように長期化する場合が多く、本人

やその家族が社会的・地域的にも「孤立」してしまう傾向にあります。 

 ひきこもりに対して、地域の一人ひとりの小さな「気づき」を地域での「気づ

き」として捉えて、地域全体で共有や関わっていくことが、本人やその家族の社

会的・地域的な孤立を防ぐ一歩と考えます。 
 

（２）きっかけづくりと地域とのかかわりを提案 

 人間が感じる「幸せ」を突き詰めると４つあるとされています。 

「人間の究極の幸せとは、愛されること、褒められること、 

人の役に立つこと、人に必要とされること』である」 

 ひきこもりの問題を抱える本人・家族がこの４つの究極の「幸せ」を本人のペ

ースで叶えられるように、少しずつ関係を築きながら本人の希望や意向に添っ

て関わりや対策を行います。 
 

①経済的に困られている場合、第１段階は必要に応じて食糧提供や市役所への 

相談の同行を考えます。 

第２段階は、働き始める第１歩を踏み出す準備として、新たに取り組む『あ 

さごふれ愛の郷あおぞら』を利用して自立への一歩としていきます。 

②活動や交流の場を求められる場合、趣味や特技を活かしてボランティア活動 

を紹介したり、個人の特性に配慮した対応をします。直接会うことに抵抗が 

３） ひきこもり者の社会参加と始めの一歩を踏み出す支援の推進 
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連携・協力 

おありの場合にはインターネットの活用を検討していきます。 

いずれにしても、これらのひきこもり支援について、協力者・ボランティア・

関係機関そして地域の理解や協力を得られることなしに支援を進めることはで

きません。 

 

 

  

地域 

関係

機関 家族 

社協 

本人 

民生

委員 

地域

住民 情報提供・相談 

世帯 相談 

情報提供・支援、 

社会活動参加の提案 

メニューの提案 

趣味・特技

を活かす 
働く 

つなぐ・生

活の安定 
交流 

・ボランティア 

・(略称)生き 

サポ 

・あさごふれ愛の郷 

の利用を提案 

 1）就労移行支援 

 2）就労継続支援 

Ｂ型 

 3）働き始める第 

１歩を支える 

ための相談対 

応など 

・生活困窮支援 

（食糧提供など） 

・行政などの関 

係機関への 

相談同行など 

・当事者同士の交 

流の場への参加 

・複合型多機能施 

設やとまり木 

サロンわだやま 

の活用 

・法人ホームペー 

ジ内の相談専用 

ページの活用 
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助成事業や補助事業をきっかけに、地域で新たな活動がどんどん生まれます

が、地域の役員交代などをきっかけに福祉活動への熱意が薄らいでいくことも

少なくなく、結果単発的な取り組みで終わってしまうケースが見られます。 

継続できるかどうか、良いものになるかどうかは、活動資金よりも、今まで関

心の無かった地域住民がその地域の課題や問題に気づき、「何とかしなければ」

という重い腰をあげられるかにかかっているのではないかと思われます。 

ここでは、地域が自発的に気づき、主体的に福祉活動を進めていく取り組みに

ついて提案します。 
 

（１）「あさご地域福祉推進サイクル」の周知・実践 

 地域福祉を拡大展開するには、住民の福祉意識の醸成が最も大きい条件であ

ると考えます。地域が主体となり盛り上がりながら、あるべき方向に向かうため

にも地域福祉は下記のようなサイクルを意識して進めていく必要があり、この

サイクルを進める過程において、意欲や継続性に繋がってくると考えます。リー

ドする担い手や、フォローする社協は強くこれを意識し、単発的な取り組みにな

らないように進めていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）キャンペーンの展開 

「地域のみんなの意識を変えること」を目的とし、キャンペーンを展開します。

例えばミニデイやぷちサロン、また助成を受けて実施する区の福祉的な活動な 

どには、助成条件として関心の薄い方にも知ってもらう働きかけを強く進めて

４） 地域の気づき、福祉活動を促進する取り組み手法の開発・展開 

福祉を進める 

あらゆる場 
 となり近所・区単位 

 小学校域・市域 など 

【あさご地域福祉推進サイクル】 

知る・気づく 

話し合う 計画を立てる 

実行する 

・地域の現状を知る 

・地域の課題に気づく 

・やってみて良いこと、 

反省点を知る 

・新たに気づいて学ぶ 

・隣り近所で情報交換 

・住民同士で話し合い 

・会議体を作る 

・福祉の専門職と一緒に 

・対策や取り組みを計画する 

・期間を考慮する 

・目的をはっきりさせる 

・とにかくやってみる 

・色んな人と協働する 

・専門職と一緒にする 

・無理はしない 
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いただくことを条件とすることも必要だと考えます。 

また、区ではスローガンやイラストを作成して啓発。区のあらゆる機会で呼び

かけをしたり、ケーブルの放送で周知したり、区内で配布する地域福祉だよりを

作ったりとあらゆる方法が考えられます。地道な活動ですが、地域の方が地域の

方に呼びかけるメッセージは心を動かします。 
 

（３）住民相互の話会いの場を積極的に設定する 

 地域の中での問題・課題や気になる人についてをテーマとして、情報交換をし

ていく中で、みんなが知り、気づく。そしてさらに新たな人を巻き込んでいく。

今まで分からなかったことが見えてきます。そんな場を通して、地域住民の“気

づきの力”は培われていきます。 
 

※サポートちゃれんじゲーム(サポちゃれ)の活用 

地域支え合い体験ゲーム「サポートちゃれんじゲーム（サポちゃれ）」を用い 

て、「地域の中で困っている人」、「支えることが出来る人」を自分自身に置き 

換えて考えるゲームを社会福祉協議会が作成しています。詳しくはＰ２４に 

掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

（４）あらゆる場で学びの機会を提供する 

“気づき”をさらに掘り下げるために学びの場も必要です。先の‟気づき“と

連動性がある学びの場は地域住民にとって興味深く、有益なものです。学びを深

める中で着々と”地域の福祉力“は育っていくと考えます。 
 

（５）問題や課題は地域が変わるきっかけになる 

区内の福祉関係者は、地域に起こった福祉の問題や課題に対処しながらも、そ

れを時間と手間をかけて地域みんなの問題として考えていく。そんな積み重ね

が地域が変わるきっかけになるのだろうと考えます。  
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 障がいをお持ちの方が地域で安心して住み続けるためには、地域に住む一人

ひとりが障がいに対して理解いただくことが必要で、地域からの協力や賛同が

得られるよう理解を広めたり協働していく取り組みへのきっかけづくりをして

いきます。 
 

（１）障がいへの理解を広めるために 

 地域住民から相談を伺ったり、地域に向けて福祉に関する情報発信などを通

じて、地域と障がいをお持ちの方やその支援者がお互いに顔が見える関係を築

きながら、新たな取り組みである「(略称)生きサポ」に賛同いただき、例えば、

見守りや声掛け、外出支援等で関わりを持ってもらい、障がいへの理解を広めて

いただくことが必要です。 
 

（２）地域と一緒に協働する取り組みとして 

 地域の中に障がいに対する理解や配慮が広がっていくようになると地域の一

人ひとりが住みやすい地域へと変わっていきます。 

 また、地域の中にある障害福祉施設も地域の一員として活動することで、地域

にある悩みごとや困りごとへの解消や解決への一役を担うことができるのでは

と思われ、あさごふれ愛の郷あおぞらの利活用も地域の困りごとや悩みごとの

解決への糸口になるかもしれません。 
 

～ あさごふれ愛の郷あおぞらでできること(一例) ～ 

①就労にブランクがあったり、働くことへの第一歩を踏み出したい方へ就労サ

ービス（就労移行支援、就労継続支援Ｂ型）の提案 

②複合型多機能施設の一部を活用して、利用者と地域の方が共に働くカフェの 

経営 

③ひきこもりの方や発達障害など当事者同士の交流の場の提供 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域 

住民 

社協 

相談支援 
あさご 

ふれ愛の郷 
住民 住民 

協働の提案・協力 

協働の提案・協力 

地域/個別の 

悩み・相談 

支援、提案 

行政区 

５） 障がい者支援における相談体制の充実と複合型多機能施設の運営 
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地域住民の支え合いの中で誰もが地域での生活が続けられるためには、地域

に住む一人ひとりが『どんなことができるのかを考えながら行動していく』こと

が必要となってきます。 
 

（１）自立支援においての『支援』の基本形 

長距離走での伴走者のように、さまざまな困りごとや悩みごとを抱える方に

対して、寄り添いながら解決に向けて一緒に関わっていく方法や考え方（伴走型

支援）が基本となり、この考え方は地域住民の支え合いの中でも通じるものと思

われます。伴走型支援での『支える側』は、活動を通して「生きがい」や「やり

がい」を感じることができ、『支えられる側』は地域での生活の中で「安心」を

得ることができます。そうして、伴走型支援を通じて『支える側』、『支えられる

側』の垣根を越え、地域の一人ひとりが「我がこと」として捉えていくことで地

域全体に「つながり」や「安心」が生まれていく、新たな支え合いの形でもある

と言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）伴走型支援を進めるために 

 「伴走型支援」を進めていくには、地域の中でお互いに「助けて！」・「助け

よう！」と常に言える関係づくりとさまざまな悩みや困りごとを「我がこと」

として捉えていく地域づくりが重要で、それには地域の一人ひとりの協力と理

解が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 伴走型支援 

地域全体の 

「つながり」・「安心」へ 

支えられる側：「安心」 

支える側：「生きがい」 

     「やりがい」 

「我がこと」として

の認識の芽生え 

６） 多様で複雑な課題を抱える方への伴走型支援の推進 

「つながり」や「安心」が生まれる支援の一例 

・地域ミニデイやぷちサロン、認知症カフェ、子ども食堂などの集いの場 

の開催 

・悩みを抱えている人と一緒に相談機関へ行って相談するなどの「つなぐ」 

行動 

・車で乗り合わせての買い物などへの外出   など 
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地域福祉活動をより強力に進める上で、朝来市ボランティア市民活動センタ

ーを中心に、今あるボランティア活動グループに継続的に支援や連携を行って

いくとともに、地域内における新たなボランティアの発掘と育成が重要になっ

ています。 
 

現在のボランティア活動は 

・ここ５年～１０年とグループ数や構成メンバーに大きな変化はなく、活動も 

過去の動きと大きな変化は見受けられない。 

・構成メンバーの高齢化。 

・地域で活動されるミニデイのボランティアグループが各地区に誕生。 
 

（１）ボランティア活動を始めない理由はきっかけがないから 

地域活動やボランティア活動はしたいけど、いざするとなると、踏み出せな

い人が多いと思われます。きっかけを求めている人たちに、「始めよう」と背

中を押す仕掛けが必要と考え、その具体については、次のとおり進めます。 
 

①市内の福祉施設、地域、個人などから、ボランティアニーズの把握を行う。 

・福祉施設  

・個人（区長、民生委員、社協委員、一人暮らし高齢者、福祉団体等） 
 

②地域福祉活動を支える担い手づくり 

・ボランティア入門講座の開催 

・テーマ別講座の開催 

・小学生から中学・高校生など若年層が地域福祉活動やボランティア活動に参 

加できる機会づくり 

・ボランティア体験ツアーの開催   参加者を募りバスツアー 

例えば、午前中に高齢者施設で体験、午後は放課後等デイサービス事業所で 

体験 
 

(２)ボランティアをするなら充実感を味わえる活動をしたい 

自分が成長できることをボランティア活動を始めた動機とされている方も多

い中、誰かの役に立つことに合わせ、人との出会いや新しい経験を通じて自分

も成長できることを実感できるとやりがいにつながります。  

 

 

 

７） ボランティア（無償・有償）の発掘と連携 

２ 目標(２) 人づくり・地域づくりを進める 
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全市民に自分の出来るボランティア活動を募集する。 
 

(３)グループに属さず個人での活動もボランティアの発掘、量的拡大 

①現在活動中のボランティアグループに、個人ボランティアとしての登録を呼 

びかけ、登録拡大を図ります。 

②新規の個人ボランティアの登録を呼び掛けます。 
 

(４)現有のボランティア活動にスポットを当てる 

 現在、ボランティア活動をされているグループ、個人は、市ボランティア市

民活動センターに登録されているだけで、１８１団体もあります。 

登録のボランティアグループの活動を広く市民へ周知を図り、ボランティア活

動の意識の醸成に繋げていきます。 

方法として 

・広報誌掲載 

・ケーブルテレビ放映 

・ホームページ掲載 

・ＳＭＳ(ショートメッセージ)で送信 

・ＬＩＮＥ(ライン)で送信、グループ作成 
 

(５)ボランティア活動に一部有償化を検討、実施 

施設や団体、個人からのボランティア支援の要請の活動のうち、一部には 

ボランティア活動に“生きがいサポーター”（有償福祉活動）の概念を取り入

れ、特技や技能を生かして活動することには、ある程度の収入を得ることがで

きる仕組みを作ります。 

 

  

自分の得意とすることを 

生かせる活動なら出来る 

かも知れない。 
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地域の中にあるさまざまな困りごとや悩みごとの軽減や解消をしていくため

に地域に住む一人ひとりが、市内や地域の状況を「見る」・「知る」・「聞く」こと

で、課題や問題に対して「気づき」、行動に移すことが必要です。また、そのこ

とが地域の中での『ひとづくり(福祉支援者)』へと通じていく過程だと考えます。 
 

（１）『ひとづくり(福祉支援者)』を進めるために 

 地域の一人ひとりが市内や住んでいる地域の状況を「見る」・「知る」・「聞く」・

「気づく」機会をきっかけに『ひとづくり』が進み、さまざまなところで「福祉

支援者「生きがいサポーター」が活躍できる地域になっていけば、より地域の一

人ひとりが安心して住みやすくなる地域になると考えます。 
 

『ひとづくり（福祉支援者）』のきっかけ作りの具体例 

見る・知る・聞く 

●地域の福祉活動を紹介・見学 

●福祉サービスの制度や利用できるサービス情報を紹介 

※ツアー後に参加者同士で地域での支え合いや取り組み 

などの内容について話し合い、「気づく」きっかけを 

促していきます。 

見る・知る 

・市内社会福祉法人が連携し、フリーペーパー「あさごの 

 福祉(仮称)」を発行 

●地域との関わりや施設のサービス紹介を行います。 

気づく・行動 

する 

・「伴走型支援サポーター（仮称）」養成講座の開催 

「(略称)生きサポ」と連携していきます。 

情報発信 

●ＬＩＮＥ（ライン）やＳＭＳ(ショートメッセージ)の 

活用 

・市民と社協とを結び、市内の地域福祉活動の情報発信 

 を行います。 

 

  

 

  

社協 

市民 

８） 地域の中でひとづくり(福祉支援者) 

https://1.bp.blogspot.com/-n0AYoA_Jmd4/Wmqh7-Y3quI/AAAAAAABJ10/KgHUry7c8oQYyNKAINFhEtHWS8GBcLdNwCLcBGAs/s800/sns_happy_man.png


23 

 

 

 

市内では、地域ミニデイやぷちサロン、モデル事業等から見られるように、「互

助」の意識が高まりつつあると考えています。今後もより一層浸透させていくた

めにも、地域全体で福祉意識を高めていく取り組みが必要と思われます。 
 

（１） 地域ごとの情報と評価 

 地域の社会資源であるヒト・モノ・財源・情報などをまとめた様式(アセスメ

ントシート)などを活用しながら調査し、把握していきます。アセスメントシー

トにまとめられた地域の現状を客観的に見ることで地域の強みや弱みを把握し、

関わるみんなで地域の姿を予測することも可能となります。また、情報のやり取

りの中で地域住民の間の結びつきも強くなり、一緒に問題意識も確認すること

で福祉意識も高まってくると考えます。 

 

 

 

 

 

 
 

 

（２）地域の福祉マップの作成 

 社会資源の確認、支え・支えられる関係性などを視覚的に把握することで、よ

り分かりやすく、地域課題の解決の糸口をつかむ取り組みになります。なにより

マップづくりに関わる住民同士の共通認識が持てることは大変意義があります。 

 朝来市社協では、『あさごＳＩ助成事業（地域福祉体

制整備事業）』の申請単位である区で福祉マップを作成

することを助成要件としており、様々な立場の人が課

題について話し合われています。地域が主体となるこ

のような取り組みはあまりなく、福祉意識をさらに高

めるきっかけとして今後より精力的に取り組む必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 
 

（３）「わが町井戸端会議」の開催 

 これまで民生委員・社協委員・ミニデイ代表者などに参集いただき、「地域意

９） 地域全体の福祉意識を高める為の取り組み 

POINT 地域の客観的な評価(アセスメント)とは 

ここで述べる地域の客観的な評価(アセスメント)は①社会資源の把握、②生活課題と支援

ニーズの把握を目的とします。そのためにも、地域、社協、関係機関が協働し、互いの関わり

を整理しながら進めていきます。まとめられた様式(アセスメントシート)は、読めばその地

域のことが分かるものとして支援者側も有効に活用することができます。 

POINT あさごＳＩ助成事業（地域福祉体制整備事業）とは  

一人の不幸も見逃さないお互いを支えあう地域づくりのため、社協が区に対して行う 

助成事業。福祉部会の設置、福祉マップの作成を通じて区内で情報交換や課題の整理・検

討を行うことで新たな人材を巻き込み、福祉意識を育てながら地域の支えあい活動 

を応援します。 SI = Social inclusion ： 社会的包摂 
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見交換会」を開催してきました。その中で「前向きに、出来る事をさぐる事は大 

            事なことだと思う。問題点ばかり出てきて解決出来 

            なくても、話し合う事は重要だと思う。」との意見に 

            見られるように、互いに集まり意見を交わす必要性 

            が高いと共通認識を持ちました。さらに「もっと話し 

            合いが出来たら」「もっと多くの方が参加できたら」 

            という思いを形にするため、開催範囲をより身近な 

区単位とし、さらに多様な参集者で「わが町井戸端会議」に発展させ、身近な生 

活や地域について話し合う場とし拡大展開を目指します。 
 

（４）「サポートちゃれんじゲーム(略称：サポちゃれ)」で意識啓発 

 地域の方に「（生活する上での）困りごとは何です

か？」と訊ねても口に出される事は少ない。言いづら

かったり、遠慮があるように思われます。一方、地域

にはちょっとしたお手伝いなら出来そうな方がおら

れます。 

 「サポートちゃれんじゲーム(略称：さぽちゃれ)」は支える側と、支えてもら

う側とをつなぐゲーム方式での支え合い体験の手法であり、地域の支えあい活

動を推進していく切り口として利用を推進していきます。さらに中高生が支え

る「学生支えあいカード」や、親子で支えあいを考える「親子支えあいカード」

なども作成。様々な場で活用する中で市民の福祉意識を高めていきます。 
 

（５）積極的な広報活動の展開による福祉意識の啓発 

①社協広報誌「社協だよりあさご」の発行を福祉意識を高める貴重な機会とし 

て捉え、市民の皆様が気づき、考え、さらに「つながる」機会となるような 

記事を発信していきます。 

②ケーブルテレビやインターネットを活用し、さらにシリーズ化できるような 

地域福祉活動に焦点を当て、さらに市民の方にも登場していただくなど福祉 

意識を啓発し、活動を盛り上げていきます。 
 

（６）事業所への働きかけの推進 

 これからの時代、事業所は企業のボランティア活動や社会的貢献活動を通じ

て地域と共に生き、繁栄していくことが理想です。 

 社協は、事業所へのボランティア活動の情報提供や、ボランティア活動のコー

ディネート、そして全市に向けて活動を広報しながら事業所の福祉意識をさら

に高めていきます。 

  

 

 

  

POINT 事業所のボランティア活動や社会貢献活動の例 

・街頭掃除を行う  ・プルタブやアルミ缶を集める  

・社内で寄付を募り、福祉施設に必要な物を寄贈する 

・住宅の軽修繕を行う   ・車いすのチェックや修繕を行う 
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 地域内で継続的に福祉活動を展開するには多くの住民に参加いただくことは

もちろんのことですが、活動を展開するにあたって下記のような状況も考えら

れます。 

地域での福祉活動の展開には 

・「地域福祉活動の助成事業等の指定が終わるにつれて、活動が縮小してしま 

う」 

・「活動を引っ張ってきた地域役員の任期交代があり、やりがいや盛り上がり 

の維持が難しい」 

・「地域の福祉活動を担うリーダーと後継者が育ちにくい」 

などの課題があり、活動の継続を図っていくには、地域の中でやりがいを維持し

ていきながら、強力なリーダーシップを発揮できる人材の発掘や養成が必要に

なってきます。 
 

（１）地域でリーダーを育てる仕組みづくり 

 地域の福祉活動の継続や発展をしていけるように、リーダーや世代の後継者

を育てていくには、地域住民同士で地域での困りごと・悩みごとなどを話し合

う場「わが町井戸端会議」の開催が必要です。 

 「わが町井戸端会議」の中で『地域の中の困りごとや悩みごと』、『５年後、 

１０年後の将来の地域にとって必要と思われること』、『地域の一人ひとりにで

きること』などを話し合います。例え、話し合いの中で解決できなくても、地域

全員で地域での困りごと・悩みごとについて何度も『話し合うこと』が大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

生活支援 

コーディネ

ーター 

社協 

地域 

地区役員 

相談 

情報提供 

地域

住民 

 

地域

住民 

地域

住民 

参加 

参加 

参加 

わが町井戸

端会議 
参加・会議開催

のお手伝い 

わが町井戸端会議の定期開催

を通じて、地域の中の困りご

とや悩みごとの解消や解決へ 

参加 

１０） 地域福祉を進めるリーダーの発掘や養成を進める 

https://2.bp.blogspot.com/-gqxdojLWTgs/WhUiGDs5_hI/AAAAAAABIQI/vXJx0ArX1-4zeoSDEX56ewUta5M9DuEPgCLcBGAs/s800/kaigi_young_old_people.png
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高齢化が進む中、福祉業界においては介護人材の確保が難しく、本市において

も同様の傾向にあります。ボランティア活動においても、介護人材同様、登録者

の減少やメンバーの高齢化等ボランティアに対する意識は右肩下がりの状況で

す。このままではますます福祉人材の確保が難しくなることが予測されます。 

一定の福祉の理解者を育成し続け、途切れることなく世代を超えて引き継が

れていくためにも幼少期からの福祉体験に力を入れていくことが必要と考えま

す。 

 

 

 

 

 

 

 
 

（１）「福祉教育推進助成事業」の見直し 

 社協は市内小中高校に対して「福祉教育推進助成事業」を実施してきました。

令和２年度からは数年間続く継続的な事業への助成を見直し、新たに社協から

提案型のメニューの事業に重点配分する方式に変更しています。 

 限りある助成財源を効果的に使うためにも、それらのメニューは現状や将来

的な地域課題や社会問題とリンクすることが望まれ、より子供たちの心に問い

かけ、心に響く助成事業であるよう更なる見直しを図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）福祉教育支援プログラム作成に向けてのモデル指定校事業の実施 

 福祉教育のモデル指定校制度を新たに設立。担当教諭と福祉教育のあり方を

検討していきながら、福祉教育プログラムとして体系化していくことで、児童・

１１） 若い世代の福祉意識の醸成を図る 

POINT 福祉体験は何が目的なのか？ 

障がいのある方や高齢者の方など様々な世代や立場の人と関わることで、命の大切 

さや思いやりの心、相手を理解しようとする心を育みます。また、自分と違う立場の人 

と認め合い、共に生きている力、人の気持ちに共感できる力や考えを表現する力、実行 

を繋げていく力をつけていくことで、お互いを認め合い、排除しない仲間づくりに繋が 

っていきます。 

メニュー（例） 

○ 生活困窮世帯へのフードドライブへの協力（食糧の持ち寄り） 

○ 校内でのプルタブの収集 

○ 防災・減災に関することや、ボランティアや復興支援に関する学習 

○ 共同募金の理解を深める学習や、募金活動への参画 

○ ボランティア部の立ち上げや、ボランティア部の活動 

 

  フードドライブ：家庭で余っている食品を捨てるのではなく、持ち寄り、 

集めて、必要としている人に届ける仕組み。 
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生徒の成長に伴う段階的な福祉的理解を支援し、効果的な福祉教育を目指して

いきます。その後、朝来市の福祉教育支援プログラムを開発していきます。 

 

体系化されるプログラムのイメージ（例） 

 

 

 

 

 

 
 

（３）積極的な福祉参画の機会の提供 

 各学校で学びや体験を終えた後、さらにその印象や理解が深まるためにも継

続した福祉参画する機会があればと考えます。社協が主催する講座やボランテ

ィア活動への参加、関係機関や地域での福祉イベントへの参加、また自宅でする

ような収集活動ボランティア等の情報を定期的に行うなど、身近に存在する福

祉の情報を発信していきます。 

  

小学校５年生

• 〇〇体験 ・○○の話を聞く

小学校６年生

• ○○体験 ・〇〇と一緒に〇〇する

中学校１年生

• ○○体験 ・○○について話し合う

以前したことのある体験を数年後に

することがよくあります。福祉教育は

成長に応じて段階的に行われるもの

と考えます。 

成

長 
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地域アセスメント（福祉的評価）の必要性 

地域では、狭い地域だからとか、生まれてからずっと住んでいるからなどの理

由で地域のことは良く分かっているとの意見もありますが、介護サービスを受

けるにはアセスメントから始まるように、地域福祉を進めるには地域の社会資

源や地域ニーズなど調査して地域の強み・弱みを客観的に捉えることで、福祉活

動の意識も高まると考えられます。 

 

（１）地域アセスメントシート（福祉的評価） 

①地域アセスメント実施にあたって、地域の情報をアセスメントシートに記録 

として残し情報を共有することで以下の効果が考えられます。 

 次の支援や目標等を具体的にイメージしやすくなる。（見える化） 

 地域の役員の交代や社協職員が異動時の引継ぎ資料として活用すること

で、スムーズに活動移行が見込める。 

 地域支援に関して、他の機関や関係者に協力を依頼する際に活用すること

で、依頼がスムーズにできる。   

②情報を得る機会として、「わが町井戸端会議」の開催や「地域ミニデイ・ぷち 

サロン」または「老人クラブ」など高齢者の集いの場の訪問が考えられます。 

その際、ただ話を聞くことだけでなく、福祉マップの作成や「サポートちゃれ

んじゲーム（略称：サポちゃれ）」を活用して地域のニーズの発見や対応につい

ての市民の意識を高める動機づけとしていきます。 

 

（２）生活支援コーディネーター 

朝来市では平成２９年から７名の生活支援コーディネーターが配置されてい

ます。生活支援コーディネーターはこれからの住民主体による地域づくりを支

え、推進する役割があります。 

①多様な関係者と連携を取ることで色々な情報を得る。 

②多くの情報を整理し、課題や問題に対し見立てをすること 

で、新しい行動を起こす。 

③個人の問題や困りごとを地域の問題として提案する。 

以上のような目的をもって地域と共に、情報を集め、地域の実情に応じた地域

支援に活用すべく、地域アセスメントを通して社会資源を把握します。  

１２） 地域のアセスメント（福祉的な評価）を通じて見えるイメージ化 

３ 目標(３) 仲間づくりを進める 
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 各相談所においては、その相談内容から緊急で解決しないといけない課題と

中長期にわたって解決を目指していく課題に二分されます。とりわけ中長期に

わたる場合は、相談者と専門職が一緒になって解決を目指していく「伴走型支

援」が求められる事になります。 

 

 

 

 

 
 

（１）「ワンチーム」として相談支援をする 

 複雑化する困りごとや悩みごとに対して、情報共有や連携をしながら「チー

ムとして対応する」ことが断らない相談支援へとつながり、この場合も担当者

以外の職員も担当者と同じような対応ができるようスキルアップや知識の習得

をしていくことが必要となります。 
 

（２）相談者や相談者家族（世帯）の将来を見据えた支援計画を提案する 

 相談所において目先の困りごとや悩みごとを解決しても根本的な課題・問題

が未解決のままでは、再度同じ状況に陥ったり、５年後・１０年後の将来に大

きな困りごとや悩みごとに発展することも考えられます。 

 そのためには、中長期に渡って根本的な課題解決に向かっていくための支援

計画「あんしんのお守り(案)」を相談者や相談者の家族（世帯）と相談しなが

ら一緒に作成し、その計画を基に伴走型支援をもって解決に向けて行動するこ

とが重要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域 
介護 

 

「紹介シート(案)」の活用 

障がい 

生活困窮 

総合相談窓口 
社協 

相談者 家族 
受付職員 

世帯 

支援計画 

「あんしんの 

お守り(案)」 

相談 

訪問・支援 

内容（案) 

・相談内容 

・本人や世帯の生活状況 

・福祉サービス利用状況 など 

１３） 総合相談機能の質と連携をさらに高め、断らない相談支援の展開 

○伴走型支援とは・・・ 

長距離走における伴走者のように、さまざまな困りごとや悩みごとを抱 

える方に対して、寄り添いながら解決に向けて一緒に関わっていく方法 

や考え方を指します。 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-5o2cwzzEJWI/Vz_w2t2PtXI/AAAAAAAA6uU/IOsMq7K2zjgOcldRuPmf09xXeQ2CnZTVACLcB/s800/document_syorui_pen.png
https://3.bp.blogspot.com/-LTPuhk-j5QU/VvpdiQts2zI/AAAAAAAA5RA/HPquY4NoNdE2rimga66mwDnaEuQf0_x-Q/s800/business_hikitsugi.png
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市民の福祉ニーズが多様化する中、市民のニーズに効果的・効率的に対応す 

るためには、それぞれ独自ではなく、各種のサービスを組み合わせて提供して

いくことや相談活動等による支援を行うことが大切です。 

そのためには、保健・医療・福祉関係の機能の充実、連携はもちろんのこと 

自治会や民生委員、社会福祉協議会、ボランティア、企業などとのネットワー

クづくりを推進し、総合的なサービスの提供が必要となってきます。 
 

（１）ご近所助け合いネットワーク 

 今日の世の中は、個々の生活が重視され、お互いがお互いを気遣い支え合うと

いう意識が弱まりつつあると思われます。現に地域にあっては、昭和期の様な隣

近所と顔を合わせ、話をする等の親しみがあふれた光景は、今となっては稀有な

光景となってきています。 

しかし、住民のほとんどが、住み慣れたこの地域で、この家で出来るだけ過ご

したいと言われている中、何か問題を抱え、住みづらいとか生きづらいと思われ

ている方に、ちょっとしたお手伝いやちょっとした支えあいで、いくらかでも解

消・解決できるような地域づくりが急がれます。 

    

 

   

 

 

 

 

     

 

 

①どのようにして表面化するか？  

・地域の福祉マップづくりで把握 

 ・地域でのミニデイ、ぷちサロンなどから「気になる人」としてあがってくる 

 ・本人からのＳＯＳ  等 

 

  

何れかの問題 

   住みづらい・生きづらい 

なかなか表面化しない 

周りの人は気づかない、わからない 

１４） 社会福祉法人や関係機関との繋がりづくりとネットワークの強化 
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②個々の課題がわかったらどうする？ 

    

                 

 

    

 

 

 

          

      

            

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

③区内で解決できない時は？ 

         専門機関へ繋げる 

 

 

（２）社会福祉法人のネットワークと組織化 

①社会福祉法人が持つ人材、専門性などを地域福祉の推進に利活用 

 市内の社会福祉法人同士、情報共有や連携を図っていきます。 

例えば、今の時代、人材確保が難しい…。 

 高齢者、障がい、保育等の施設を運営する市内社会福祉法人からそれぞれニ

ーズを集約し、市民に向けて発信し、個々の得意とすることや技能を生かせる

場を提供することで、生きがいを生み出し、施設や地域が活性化することが必

要と考えます。 
 

②社会福祉法人連絡協議会の準備・設立 

平成２８年度から、社会福祉法人はその責務として「地域における公益的取組」

を行うことを必要としています。目的が同じである中、複数の社会福祉法人が協

働して、多様化・複雑化する地域の生活・福祉課題に対応するため、社会福祉法

区内の主だったメンバー 

わが町 

井戸端会議 

区内で解決 ・専門職 

・専門会議 

・区長（役員） 

・民生委員 

・社協委員 

・一般の関係者 

話し合い 
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人連絡協議会の準備・設立に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 取り組む例として 

 ・地域の福祉課題の解決に向けての協議 

 ・福祉人材の確保についての協議 

 ・ミニデイの支援 

 ・ボランティアの育成 

 ・相談事業 

 ・フードドライブ 
 

③（略称）生きサポの推進 

 市内で福祉人材の不足が深刻化する中、ボランティア・市民活動センターの機

能を持つ社協が音頭を取り、各社会福祉法人に協力をいただきながら人材の一

斉掘り起こしと、さらなる福祉ニーズの把握を進めています。 

令和３年度より「（略称）生きサポ」として、主に有償福祉活動にスポットを

当て、『年金＋α』の生活と生きがいづくりを目的に、市内の各社会福祉法人と

連携を図り進めます。 

  

POINT 社会福祉法人連絡協議会とは？ 

県内の市区町で社会福祉法人連絡協議会が 30 か所立ち上がっている（令和元年 8 月末）。

その取り組みも様々であり、ネットワークづくりや災害時の要援護者支援、福祉教育支援や

啓発活動など法人間が協働して行っている。 

【参考】 兵庫県社会福祉協議会ホームページ 

https://www.hyogowel.or.jp/public/hottokahennet.php 
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市内でも下記のようなケースが増え、親族ではない後見人の必要性が高まっ

ている現状があり、成年後見制度の利用促進を目的とした「成年後見利用促進法」

に基づき、本市における権利擁護支援の体制整備とネットワークづくりを考え

ていかなければなりません。 
 

【後見人が必要と考えられるケース】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）法人後見の取り組みの検討・実施 

 認知症状の進行や、障がいのある方などが経済的に困窮し、親族や身寄りもな

く生活にお困りのケースの増加が想定されます。長年にわたる支えが必要とな

り、その場合は個人よりも継続して遂行できる社会福祉法人の法人後見が求め

られます。 

 個人での後見支援はしばしば支援する側の精神的、身体的な不安が大きくな

りがちであり、そのために支援者が確保できないことがあります。 

 法人後見は組織的な事務管理体制があることから高い安全性・信頼性を担保

出来、職員間で情報共有や引き継ぎができる長所もあることから、県内でも法人

後見は増加傾向です。 

 社協は日常生活自立支援事業を実施し、必要な方の日々の生活の金銭管理を

１５） 権利擁護支援に向けた法人後見の検討と実施 

POINT 成年後見制度とは 

精神上の障害（認知症や知的障害、精神障害など）が理由で判断能力が不十分となってし

まった者に、裁判所の許可を得て代理人を付け、本人に代わって銀行や不動産に関する

色々な手続きをすることが出来るようにする制度です。最近は権利擁護意識の高まりから

銀行や公的機関では本人でなければ手続きできないことも多く、その代理人である「後見

人」が求められる場面も少なくありません。 

施設入所や病院入院の際 

寝たきりだし、身寄
りもいないので手続
きができない 

認知症が進行し、普段の金銭
管理もできない… 

財産も処分できなくなった… 

強引な営業で高価な契約を結
んでしまう 

税金や公共料金の支払い、社
会保障の手続きができない… 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fjp%2F%25E3%2583%2599%25E3%2582%25AF%25E3%2582%25BF%25E3%2583%25BC%2F%25E5%25AF%259D%25E3%2581%259F%25E3%2581%258D%25E3%2582%258A%25E9%25AB%2598%25E9%25BD%25A2%25E8%2580%2585-gm1097749954-294798434&psig=AOvVaw1Oo5kEpx862gXcbVTKSPuU&ust=1602121318236000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJim2JmtoewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.irasutoya.com%2F2017%2F11%2Fblog-post_187.html&psig=AOvVaw18-P8EGNyFPiyzztFAPx3x&ust=1602121978602000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCdq9GvoewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpublicdomainq.net%2Ftroubled-old-man-0010851%2F&psig=AOvVaw1t3uFvgh_VyAr5NsWomvON&ust=1602121153698000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODRjsmsoewCFQAAAAAdAAAAABAD
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行っていることもあり、スムーズで一体的な権利擁護を進めるためにも、この法

人後見の担い手として進めていく必要があります。 

 

【法人後見の必要性のイメージ】 

本人の能力 
高い 

 
 
 
 

  
本人の能力 

低い 

生活支援 
日常的な 
生活管理 

日常的な 
金銭管理 

預かり 身上監護 法的行為 

見守り 

食事、洗濯、 

入浴等 

日用品の買

い出し、郵便

物チェック 

生活費払出

し公共の支

払い収支の

管理 

印鑑、通帳、 

公的書類の 

預かり 

入院入所の

契約、通帳の

保管 

財産管理・処

分、賃貸借契

約、遺産分割 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

（２）取り組む上での課題 

 まず、本市において包括的な権利擁護施策が具体的にどう描かれていくのか

を協議する必要があります。行政、社協、法律専門家、家庭裁判所等の関係者が

一堂に会し、協働しながら動いていく。それを無くして、本市の権利擁護は前に

進みません。基本的には行政において下記の役割が果たされ、進んでいくものと

考え、地域や社協はそのネットワークの一員でもあります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

ただし、社協はどの機能を担うことになっても、福祉の人材不足が大きな課題

となり、法律専門職の確保や連携も視野に入れた職員体制整備はポイントとな

ります。 

 

① 市基本計画が示される 

② 中核機関が設置される 

③ 関係者による協議会が設立・運営される 

④ 広報や相談機能、受任や後見人支援機能が整備される 

※ これらは令和３年度末までに整備されるものとして、国か

ら示されています。 

近隣・友人・ヘルパー 

日常生活自立支援事業 

法人後見（成年後見制度） 

親族や身寄りの無い方に対し、切れ目なく一体的な支援

を継続
・ ・

して
・ ・

行うためにも法人後見の必要性があります。 
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第３章 

 

第３次地域福祉推進計画の具体的な 

活動計画について 
 

１．目標(１) 仕組み・仕掛けづくりを進める 

１）地域人材の発掘と生きがいづくりに向けて「Enjoyライフ de生きがい 

サポーター（略称：生きサポ）」の展開・推進      重点的取組 

２）交流の場、居場所づくりの推進            重点的取組 

３）ひきこもり者の社会参加と始めの一歩を踏み出す支援の推進 

４）地域の気づき、福祉活動を促進する取り組み手法の開発・展開 

５）障がい者支援における相談体制の充実と複合型多機能施設運営 

６）多様で複雑な課題を抱える方への伴走型支援の推進 

 

２．目標(２) 人づくり・地域づくりを進める 

７）ボランティア（無償・有償）の発掘と連携       重点的取組 

８）地域の中でひとづくり(福祉支援者)          重点的取組 

９）地域全体の福祉意識を高める為の取り組み 

 １０）地域福祉を進めるリーダーの発掘や養成を進める 

 １１）若い世代の福祉意識の醸成を図る 

 

３．目標(３) 仲間づくりを進める 

 １２）地域のアセスメント（福祉的な評価）を通じて見えるイメージ化 

                              重点的取組 

 １３）総合相談機能の質と連携をさらに高め、断らない相談支援の展開 

                            重点的取組 

 １４）社会福祉法人や関係機関との繋がりづくりとネットワークの強化 

 １５）権利擁護支援に向けた法人後見の検討と実施 
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目標（１）しくみ・しかけづくりを進める 

１）地域人材の発掘と生きがいづくりに向けて「Enjoyライフ de生きがいサポ 

ーター（略称：生きサポ）」の展開・推進 

 日本人の平均寿命は、２０１９年は、男性が世界第３位、女性が世界第２位の

長寿国です。勤労世代の減少化や働き方改革・趣味の多様化など時代が変化する

中、これからの地域は、『生涯現役』『いきいきと暮らせる』をキーワードとして、

壮年期や子育てが終わった世代の「自分時間」と呼ばれる余暇時間や自由時間の

使い方を有効に活用されることが、生きがい・やりがいを生み出すものとしまし

て、しくみづくりを手掛けていきます。 

 
１年目 

(令和３年度) 

２年目 

(令和４年度) 

３年目 

(令和５年度) 

４年目 

(令和６年度) 

５年目 

(令和７年度) 

「(仮)生きサ 

 ポ検討委員 

 会」の実施 

 (情報収集・ 

 ニーズ把握) 

 

事業開始に 

向けて協議・ 

実施 

 

    

朝来市ボラン 

ティア市民活

動センター運

営委員会との 

 連携  

 

事業につい 

て検討、実 

施 

 

 

 

 

 

事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

事業の継続 

実施 

 

事業の継続 

実施 

 

事業の継続 

実施 

 

検証、事業 

内容検討 

 

 

検証、事業 

内容検討の 

継続 

 

検証、事業 

内容検討の 

継続 

調査、事業の 

 周知、募集 

 

プレ調査の 

実施、広報 

誌、チラシ 

等により案 

内 

 

広報誌、チ 

ラシ等によ 

り案内 

 

 

 

案内の継続 

 

 

 

 

 

案内の継続 

 

 

 

 

 

案内の継続 

 

 

 

 

 

ボランティ 

ア登録者に 

案内・募集 

 

案内・募集 

を継続 

 

 

案内・募集 

を継続 

 

 

案内・募集 

を継続 

 

 

案内・募集 

を継続 

 

サポーターの 

 育成 

 

講座の開催 

 

 

継続開催 

(年 1回) 

 

継続開催 

(年 1回) 

 

継続開催 

(年 1回) 

 

継続開催 

(年 1回) 
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目標（１）しくみ・しかけづくりを進める 

２）交流の場、居場所づくりの推進 

 地域で、支え合いや助け合い活動が日ごろから常態化していくためには、地域

での交流を通じて、顔の見える関係づくりを作っていくことが大切です。地域で

の交流の場や居場所づくりの活動を促進し、地域の人と心をつなげて、相互の支

え合い、互助の土台づくりを進めます。 

 
１年目 

(令和３年度) 

２年目 

(令和４年度) 

３年目 

(令和５年度) 

４年目 

(令和６年度) 

５年目 

(令和７年度) 

ぷちサロンの

開催が無い地

区へ働きかけ 

 る 

 

生活支援 CO 

を中心に開 

催支援 

 

開催支援の 

継続 

 

 

開催支援の 

継続 

 

 

開催支援の 

継続 

 

 

開催支援の 

継続 
 

ぷちサロンの 

開催を増やす 

 

開催上限の 

見直し 

10回→12回 

手軽にでき 

る申請、報 

告方法の見 

直し 

 

生活支援 CO 

が集まりの 

場への支援 

を行う 

 

 

 

 

支援の継続 

 

 

 

 

 

 

 

支援の継続 

 

 

 

 

 

 

 

支援の継続 

 
 

 

 

 

 

 

男性の参加、

男性グループ 

での開催の推 

 進 

 

既存の集ま 

りを調査 

 

開催支援 

 

 

開催支援の 

継続 

 

開催支援の 

継続 

 

開催支援の 

継続 

わがまち食堂 

 の推進 

 

選べる食堂 

事業の設定、 

実施 

 

 

 

 

事業の実施 

 

 

事業の継続 

実施 

 

継続実施 

 

 

継続実施 
 

 

未実施区へ 

の訪問、支 

援 

 

検証、事業 

内容の検討 

 

 

未実施区へ 

の訪問、支 

援 

 

未実施区へ 

の訪問、支 

援の継続 
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目標（１）しくみ・しかけづくりを進める 

３）ひきこもり者の社会参加と始めの一歩を踏み出す支援の推進 

 地域の一人ひとりの小さな「気づき」を地域での「気づき」として捉えて地域

全体で共有しながら、本人や家族の社会的・地域的な孤立を防ぐ一歩を進めてい

きます。 

 
１年目 

(令和３年度) 

２年目 

(令和４年度) 

３年目 

(令和５年度) 

４年目 

(令和６年度) 

５年目 

(令和７年度) 

ひきこもりの 

 方への支援 

(略称)生き 

サポと朝来 

市ボランテ 

ィア市民活 

動センター 

と連携して 

社会参加の 

きっかけづ 

くりの方法 

を検討する 

検討内容を 

もとに対象 

者へ社会参 

加へのきっ 

かけを提供 

する 

 

 

 

 

 

対象者へ社 

会参加への 

きっかけの 

提供の継続 

と内容を適 

宜修正 

 

 

 

 

対象者へ社 

会参加への 

きっかけの 

提供の継続 

と内容を適 

宜修正 

 

 

 

 

対象者へ社 

会参加への 

きっかけの 

提供の継続 

と内容を適 

宜修正 

 

 

 

複合型多機能

施設の一部を

活用してカフ

ェなど交流ス

ペースを開設

し、作業の見

学や体験など

ができる機会 

 をつくる 

交流スペー

ス開設に向

けて企画・開

催する 

 

交流スペー

ス開設及び

地域へ PRを

行う 

 

 

開催と地域

への PR の継

続 

 

 

開催と地域

への PRの継

続 
 

 

開催と地域

への PR の継

続 
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目標（１）しくみ・しかけづくりを進める 

４）地域の気づき、福祉活動を促進する取り組み手法の開発・展開 

 社協の専門職は地域福祉活動の推進プロセスを「あさご地域福祉推進サイク

ル」として認識し、地域に伝えていきます。助成金など金の切れ目が縁の切れ目

になることなく、少しずつでも地域の福祉活動が前進していくサポートをしな

ければなりません。 

 
１年目 

(令和３年度) 

２年目 

(令和４年度) 

３年目 

(令和５年度) 

４年目 

(令和６年度) 

５年目 

(令和７年度) 

あさご地域福

祉推進サイク

ルの周知・実 

 践 

  
モデル区(2 
地区)の設 
定とアプロ 
ーチ 
 

 

モデル区へ 

のフォロー・

外部へ広報 

 

 

モデル区へ 

のフォロー・

外部への広 

報を継続 

 
 
 
 
 

 

 

周知 

 

 

 

 
 

  
あさご地域

福祉推進サ

イクルを意

識した地域

へのアプロ

ーチの実践 

 
地域へのア

プローチの

実践の継続 
 

 
地域へのア

プローチの

実践の継続 
 

地域住民がで

きることを考

えるきっかけ 

 として「(略 

 称)サポちゃ 

 れ」を活用し 

 た区での協議 

 の場をつくる 

検討・準備 

 

 

実施 

(目標：新規

4地区） 

 

実施 

(目標：新規

4地区） 

 

実施 

(目標：新規

4地区） 

 

実施 

(目標：新規

4地区） 
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目標（１）しくみ・しかけづくりを進める 

５）障がい者支援における相談体制の充実と複合型多機能施設の運営 

 障がいに対する理解や配慮、地域からの協力や賛同が得られるよう、啓発や協

働への取り組みのきっかけづくりを進めていきます。 

 
１年目 

(令和３年度) 

２年目 

(令和４年度) 

３年目 

(令和５年度) 

４年目 

(令和６年度) 

５年目 

(令和７年度) 

就労サービス

の提案や働く 

 場の PRを行 

 う 

あさごふれ 

愛の郷の取 

り組みを地 

域や民生委 

員などへ PR 

を行う 

 

PRの継続 
 

 

 

 

PRの継続 
 

 

 

 

PRの継続 
 

 

 

 

PRの継続 
 

 

 

複合型多機能

施設の一部を

活用してカフ

ェなど交流ス

ペースを開設

し、作業の見

学や体験など

ができる機会 

 をつくる 

再掲：Ｐ３６ 

交流スペー 

ス開設に向 

けて企画・ 

開催する 

 

交流スペー 

ス開設及び 

地域へ PRを 

行う 

 

 

開催と地域 

への PRの継 

続 
 

 

開催と地域

への PR の継

続 
 

 

開催と地域 

への PRの継 

続 
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目標（１）しくみ・しかけづくりを進める 

６）多様で複雑な課題を抱える方への伴走型支援の推進 

 複雑多岐にわたる課題や問題を抱える相談者に対して、寄り添いながら解決

に向けて一緒にかかわっていけるよう理解や普及を目指していきます。 

 
１年目 

(令和３年度) 

２年目 

(令和４年度) 

３年目 

(令和５年度) 

４年目 

(令和６年度) 

５年目 

(令和７年度) 

伴走型支援の

考え方を普及 

 していく 

広報誌・ブ 

ログから伴 

走型支援の 

理解や啓発 

を進めてい 

く 

 

啓発の継続 

 

 

 

 

 

啓発の継続 

 

 

 

 

 

啓発の継続 

 

 

 

 

 

啓発の継続 

 

 

 

 

生活支援 CO 

と連携し、

(略称)サポ 

ちゃれの活 

用などをき 

っかけに地 

域の理解を 

進める方法 

を検討する 

 

生活支援 CO 

と連携し理 

解と普及を 

行う 

(目標：新規

4地区） 

 

 

 

継続して生 

活支援 COと 

連携し理解 

と普及を行 

う 

（目標：新規

4地区） 

 

 

継続して生 

活支援 COと 

連携し理解 

と普及を行 

う 

（目標：新規

4地区） 

 

 

継続して生 

活支援 COと 

連携し理解 

と普及を行 

う 

（目標：新規

4地区） 

 

伴走型支援サ 

 ポーター(仮 

 称)の養成 

(略称)生き 

サポ養成講 

座、ボラン 

ティア講座 

と連携して 

企画する 

 

講座の開催 

(年 1回） 
 

 

継続開催 

(年 1回） 

 

 

継続開催 

(年 1回） 
 

 

継続開催 

(年 1回） 
 

 ※伴走型支援サポーター（仮称） 

長距離走における伴走者のように、公的サービスだけではサポートできない 

さまざまな困りごとや悩みごとを抱える方に対して、寄り添いながら解決に 

向けて一緒に関わる支援者を指します。 
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目標（２）人づくり・地域づくりを進める 

７）ボランティア(無償・有償)の発掘と連携 

 朝来市ボランティア市民活動センターを中心にボランティア活動グループへ

の継続的な支援と新たな個人ボランティアの発掘を行い、市民が生きがいを持

って活動が出来る場、人や地域とつながる場を提供していきます。 

 
１年目 

(令和３年度) 

２年目 

(令和４年度) 

３年目 

(令和５年度) 

４年目 

(令和６年度) 

５年目 

(令和７年度) 

福祉施設、地

域、個人から

ボランティア

ニーズの把握 

 を行う 

 

ニーズ把握 
 

 

 

ニーズ把握 
 

 

 

ニーズ把握 
 

ボランティア

グループに属

されている方

を個人ボラン

ティアとして

も登録を呼び 

 掛け 

 

意向調査、依

頼、登録 

 

 

登録呼びか 

け 
 

 

登録呼びか 

けの継続 

 

 

登録呼びか 

けの継続 
 

 

登録呼びか 

けの継続 
 

地域福祉活動

を担う人材を

養成するため

の講座を開催 

 

開催 

 

 

継続開催 

(年 1回) 

 

継続開催 

(年 1回) 

 

継続開催 

(年 1回) 

 

継続開催 

(年 1回) 

ボランティア

グループの活

動を広く市民 

 に紹介する 

 

広報誌、ホ 

ームページ 

等で紹介 

 

広報の継続 
 

 

 

広報の継続 

 

 

 

広報の継続 
 

 

 

広報の継続 
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目標（２）人づくり・地域づくりを進める 

８）地域の中でひとづくり（福祉支援者） 

 地域に住む一人ひとりが互いを思い、支え合うことが地域づくりへの第一歩

として捉え、住んでいる地域の実情や状況を気にしてもらうような働きかけを

します。 

 
１年目 

(令和３年度) 

２年目 

(令和４年度) 

３年目 

(令和５年度) 

４年目 

(令和６年度) 

５年目 

(令和７年度) 

LINE、SMS(シ

ョートメッセ 

ージ)などを 

活用し情報発 

信をしていく  

法人ホーム 

ページ、「や 

っとるで～ 

」などを通

じて情報発

信を継続す

る 

 

情報発信の 

継続 

 

 

 

情報発信の 

継続 

 

 

 

情報発信の 

継続 

 

 

 

情報発信の 

継続 

 

 

伴走型支援サ 

 ポーター(仮 

 称)の養成 

再掲：Ｐ３９ 

(略称：生き 

サポ）養成講 

座、ボランテ

ィア講座と

連携して企

画する 

 

講座の開催 

(年 1回） 

 

 

継続開催 

(年 1回） 

 

 

継続開催 

(年 1回） 

 

 

継続開催 

(年 1回） 
 

 ※伴走型支援サポーター（仮称） 

長距離走における伴走者のように、公的サービスだけではサポートできない 

さまざまな困りごとや悩みごとを抱える方に対して、寄り添いながら解決に 

向けて一緒に関わる支援者を指します。 
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目標（２）人づくり・地域づくりを進める 

９）地域全体の福祉意識を高める為の取り組み 

 住民が地域の中でお互いに支え合う気持ちや行動を育めるように、地域や住

民に対してあらゆる手段で継続的に関わることで、少しずつ地域の意識が変わ

り自発性を高めていきます。 

 
１年目 

(令和３年度) 

２年目 

(令和４年度) 

３年目 

(令和５年度) 

４年目 

(令和６年度) 

５年目 

(令和７年度) 

地域課題の把

握と福祉意識

を高めるため

の福祉マップ 

 の作成 

 

あさご SI 事業(地域福祉体制整備事業)を中心とし、「(略称)サポちゃ

れ」実践の場、「わが町井戸端会議」実践の場も活用しながら実施する 

 

 

継続的な作 

成になるた 

めの検討 

 

検討の継続 

 

 

   

地域住民がで

きることを考

えるきっかけ 

 として「(略 

 称)サポちゃ 

 れ」を活用し 

 た区での協議 

 の場をつくる 

再掲：Ｐ３７ 

検討・準備 

 

 

実施 

(目標：新規

4地区） 

 

実施 

(目標：新規

4地区） 

 

実施 

(目標：新規

4地区） 

 

実施 

(目標：新規

4地区） 

新たに学生が

できることを

考える「学生

支え合いカー

ド」、親子で支

え合うことを

考える「親子

支え合いカー

ド」の検討・ 

 実施 

 

 

福祉教育モ 

デル指定校 

と「学生支 

え合いカー 

ド」の作成に

むけた協議・

検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉教育モ 

デル指定校 

と「学生支 

え合いカー 

ド」の作成 

 

 

 

福祉教育プ 

ログラムへ 

の組み込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「親子支え 

合いカード 

」の作成にむ

けた協議・検

討 

 

「親子支え 

合いカード 

」の作成 
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目標（２）人づくり・地域づくりを進める 

１０）地域福祉を進めるリーダーの発掘や養成を進める 

 地域住民同士で地域の実情や状況を踏まえながら、現在できることを話し合

ったり、地域での困りごと・悩みごとなどを「我がこと」として一緒に考えてい

く場「わが町井戸端会議」の開催を進めていきます。 

 
１年目 

(令和３年度) 

２年目 

(令和４年度) 

３年目 

(令和５年度) 

４年目 

(令和６年度) 

５年目 

(令和７年度) 

地域の情報収 

 集を行う  

社協委員会 

議の開催を 

通じて各地 

域の状況把 

握を継続す 

る 

(旧町域ごと

に 1回) 

 

継続開催 

(旧町域ごと

に 1回） 

 

 

 

 

 

継続開催 

(旧町域ごと

に 1回） 

 

 

 

 

 

継続開催 

(旧町域ごと

に 1回） 

 

 

 

 

 

継続開催 

(旧町域ごと

に 1回） 

 

 

 

 

「わが町井戸

端会議」の開

催を支援する 

生活支援 CO 

と連携して 

地域の理解 

を進めるき 

っかけづく 

りの方法を 

企画・検討 

する 

 

生活支援 CO 

と連携し、 

地域状況を 

踏まえなが 

ら企画・開 

催支援を行 

う 

(目標：新規

4地区） 

 

企画・開催 

支援の継続 

(目標：新規 

4地区） 

 

 

 

 

 

企画・開催 

支援の継続 

(目標：新規 

4地区） 

 

 

 

 

 

企画・開催 

支援の継続 

(目標：新規 

4地区） 
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目標（２）人づくり・地域づくりを進める 

１１）若い世代の福祉意識の醸成を図る 

 福祉を取り巻く状況がさらに厳しくなる中、社協は学校へ福祉教育のあり方

を示し、その効果性を求めていくことが必要です。また、本来、福祉教育は学校

に対してだけ行うものではなく、地域での福祉人材（理解者・活動者）を育てて

いく意味もあることを忘れてはなりません。福祉教育を行うことで将来の福祉

人材が育まれる取り組みを進めていきます。 

 
１年目 

(令和３年度) 

２年目 

(令和４年度) 

３年目 

(令和５年度) 

４年目 

(令和６年度) 

５年目 

(令和７年度) 

福祉教育推進

助成の見直し 

 

メニュー指 

定助成の実 

施・検証 

 

実施 

 

 

 

実施 

 

 

 

実施 

 

 

 

実施 

 

 

社協による福

祉教育読本の 

 作成・配布 

 

作成・配布 

 

 

 

効果検証・ 

改訂 

 

 

作成・配布 

 

 

 

効果検証・ 

改訂 

 

 

作成・配布 

 

 

モデル指定校

の実施と教育

プログラムの 

 作成 

検討 

 

 

 

 

学校へ指定 

の協力依頼 

・実施 

 

 

 

依頼の継続 

 

 

 

 

 

福祉教育プ 

ログラムの 

体系化 

 

 

 

朝来市福祉 

教育プログ 

ラムガイド 

の作成・配 

布 

※教育プログラムについて 

学校の福祉担当教諭と福祉教育のあり方を検討しながら福祉教育をプログラム化す 

ることで、児童や生徒の成長や福祉への理解度に合わせた段階的な福祉教育の展開 

を進めていきます。 
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目標（３）仲間づくりを進める 

１２）地域のアセスメント（福祉的な評価）を通じて見えるイメージ化 

 他の福祉事業所や朝来市をはじめとする公的機関や専門職と連携を図る事に

より、詳細な地域の状況を把握することができ、また、アセスメントシートの情

報を共有することで、より良い地域支援の推進に期待ができます。 

 
１年目 

(令和３年度) 

２年目 

(令和４年度) 

３年目 

(令和５年度) 

４年目 

(令和６年度) 

５年目 

(令和７年度) 

アセスメント

シートの作成 

 と活用 

 

共通様式の 

作成 

 

 試作の活 

用・検証 

 

 

アセスメン 

トシートの 

活用・修正 

等随時 

(目標：新規 

作成 4区） 

 

活用 

(目標：新規 

作成 4区） 

 

 

 

 

活用 

(目標：新規 

作成 4区） 

 

 

 

 

活用 

(目標：新規 

作成 4区） 

 

 

 

福祉関係機関

のネットワー

ク会議の開催

と地域につい 

 ての協議 

地域アセス 

メントを得 

るために、 

各福祉事業 

所や行政な 

どと連携や 

ネットワー 

クづくりの 

準備を進め 

る 

 

連携とネッ 

トワークづ 

くりの準備 

の継続 

 

 

 

 

 

 

ネットワー 

ク連絡会・ 

意見交換会 

などの開催 

(目標：新規 

2回） 

 

 

 

 

連絡会・意 

見交換会の 

開催継続 

(目標：新規 

2回） 

 

 

 

 

 

連絡会・意 

見交換会の 

開催継続 

(目標：新規 

2回） 
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目標（３）仲間づくりを進める 

１３）総合相談機能の質と連携をさらに高め、断らない相談支援の展開 

さまざまな困りごとや悩み事を抱える方に対して、寄り添いながら関係者が

「ワンチーム」となって解決に向けて一緒に関わっていきます。 

 
１年目 

(令和３年度) 

２年目 

(令和４年度) 

３年目 

(令和５年度) 

４年目 

(令和６年度) 

５年目 

(令和７年度) 

職員のスキル

アップを図り

ながら法人内

の連携意識を 

 高めていく 

部署ごとの 

ミーティン 

グの際に、 

職員同士で 

の学習会を 

開催する 

(年 1回） 

部署をまた 

いで事例検 

討会を開催 

する 

(年 1回） 

 

 

 

学習会や事 

例検討会の 

継続 

(年１回) 

 

 

 

学習会や事 

例検討会の 

継続 

(年１回) 

 

 

 

学習会や事 

例検討会の 

継続 

(年１回) 

 

 

共通の相談票

様式「紹介シ 

 ート（案）」 

 の制作と活用 
 

様式の検討 

・制作 

 

 

活用・修正 

(随時) 

 

 

活用・修正を

継続 

(随時) 

 

活用・修正を

継続 

(随時) 
支援計画「あ

んしんのお守

り(案）」の制 

 作と活用 

相談支援訪問

用システムの 

 導入と訪問 

試験導入 

 

活用、検討 

 

全面導入 

 

 

活用 

 

 

活用 

 

※紹介シート（案） 

さまざまな困りごとや悩み事を抱える方に対して、関係者が「ワンチーム」となっ 

て解決に向けて一緒に関わっていくための部署共通の相談受付様式を指します。 

 

※支援計画「あんしんのお守り（案）」 

本人、家族(世帯)が５年後、１０年後といった中長期に渡って根本的な課題や問題 

が解決できるように本人、家族(世帯)と相談しながら一緒に作成する社協独自の支 

援計画を指します。 
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目標（３）仲間づくりを進める 

１４）社会福祉法人や関係機関との繋がりづくりとネットワークの強化 

 住民の困りごとなどを区長や民生委員、社協委員など地域住民が地域支え合

い活動を一緒に考え、意見を交わす場を「わが町井戸端会議」として、市内各地

区で普及していきます。また市内の社会福祉法人が、それぞれの特性を活かし、

つながることで、課題を共有し、解決に向けた取り組みを進めていきます。 

 
１年目 

(令和３年度) 

２年目 

(令和４年度) 

３年目 

(令和５年度) 

４年目 

(令和６年度) 

５年目 

(令和７年度) 

地域での気に

なることを把

握しやすくす 

 る 

 

ぷちサロン 

などの集ま 

りから情報 

収集 

 

 

区長、民生 

委員から社 

協などに届 

くしくみづ 

くり 

 

井戸端会議で協議・調整を深め、 

大きな課題は地域ケア会議へ 
 

 

 

地域サポート

施設連絡会(2 

 施設)への参 

 加 

 

(略称)生きサポ検討会、 

朝来市ボランティアセ 

ンター運営委員と連携・ 

情報共有 

 

地域課題・ 

検討 

 

 

 

課題解決に向け具体的 

取り組み 
 

 

社会福祉法人

連絡協議会の 

 設立 

   

 

準備 

 

 

設立 
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目標（３）仲間づくりを進める 

１５）権利擁護支援に向けた法人後見の検討と実施 

 社協が日常生活自立支援事業を実施する中、スムーズに成年後見制度に繋げ

ていく必要性を大いに感じています。社協が法人後見を実施することで、日常生

活自立支援事業から成年後見制度に移行することになってもその方に合った支

援が同じ様に行えることは大きな意味を持ちます。当事者の方へ細やかに支援

ができる社協の存在は大きく、組織的に長期間に渡って支援し続けることが出

来るのは弁護士や司法書士が少ない田舎では貴重な存在であり、必要性が求め

られています。 

 
１年目 

(令和３年度) 

２年目 

(令和４年度) 

３年目 

(令和５年度) 

４年目 

(令和６年度) 

５年目 

(令和７年度) 

市の権利擁護

体制整備に伴

う社協の体制 

 整備の推進 

朝来市によ 

る検討・調 

整 

 

社協での検 

討・調整 

    

法人後見の実 

 施 

情報収集・ 

検討 

行政との調 

整 

実施判断・ 

法人調整準 

備 

 

 

実施 

 

 

 

継続 

 

 

 

継続 
 

 

人材の確保 

 

 

いきサポを 

通じて人材 

募集 

 

 

人材養成・ 

研修 

 

 

 

 
 

  

 

実施 

 

 

継続 

 

 

継続 
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第３次朝来市地域福祉推進計画 
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